
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、 

次の要件を満たす組合員は保険料を減免します 

 

令和２年６月 

１ 対象となる組合員 

 １） 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯 

 ２） 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った

世帯 

 ３） 新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入等（事業収入、

又は給与収入）のいずれかの減少が見込まれ、当該減少額が前年の当該事業収

入等の額の１０分の３以上である世帯 

  注１ 主たる生計維持者が組合員や住民票上の世帯主であるとは限りません。 

  注２ 前年の収入と比較するのは、組合員の事業収入等の「いずれか」の収入のみであり、

事業収入等の全部を合計して比較する必要はありません。 

２ 減免額等 

 １）新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を

負った世帯の場合は、保険料を全額免除します 

 ２）新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入等のいずれかの収

入の減少が見込まれる世帯の場合は、次表のように減免します。 

 

 

 

 

 

３ 減免する期間 

  令和２年４月分から令和３年３月分までの保険料 

４ 減免の方法 

  保険料を一旦納付していただき、後日還付（指定口座へ振込）します。 

５ その他 

 １）申請する場合には必要な書類があります。 

２）詳しい内容は、組合ホームページでご確認ください。Ｑ&Ａ（随時更新）を掲

載し、申請書のダウンロードもできます。 

 

  

  

減少率 減免割合 

5/10 以上 全額 

5/10 未満 4/10 以上 3/4 

4/10 未満 3/10 以上 2/4 

お 知 ら せ 
 

お問合せ先 

東京都薬剤師国民健康保険組合 

電話番号 03（3874）7411 

ＨＰ  http://toyakukokuho.jp/ 

e-mail toyakukkh-1@eagle.ocn.ne.jp 

 

「事業収入等」とは、 

①事業収入、又は 

②給与収入 

の２つをいいます。 

http://toyakukokuho.jp/
mailto:toyakukkh-1@eagle.ocn.ne.jp

